
台東区震災復興小学校の校舎及び用地の有効活用に関する検討委員会設置要綱 

                   平成２８年６月２３日 

                   ２８台企企第５４号 

 

（設 置） 

第１条 台東区に現存する震災復興小学校（以下「震災復興小学校」という。）の保全及び

校舎又は用地の有効活用について、専門的見地から検討するため、台東区震災復興小学校

の校舎及び用地の有効活用に関する検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（対象校舎及び用地） 

第２条 委員会において検討する対象校舎及び用地は、次に掲げるものとする。 

 （１）黒門小学校 

 （２）東浅草小学校 

 （３）旧小島小学校 

 （４）旧柳北小学校 

 （５）旧下谷小学校 

 （６）旧坂本小学校 

 

（検討事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を区長に提言する。 

 （１）震災復興小学校の保全及び校舎又は用地の有効活用に関すること 

 （２）その他委員長が必要と認めること 

 

（組 織） 

第４条 委員会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。 

  学識経験者 ５名 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は区長が指名する者をもって充て、副委員

長は委員長が指名する者をもって充てる。 

 

（会 議） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 委員長は、必要と認めるときには、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くこ

とができる。 

 

（任 期） 

第６条 委員の任期は、委嘱の日から平成２９年３月３１日までとする。 

 

（庶 務） 

第７条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２８年６月２３日から施行する。 

資料１ 


